
 

お知らせ 

新たな税負担が生じるものではありません 



 

4 月 1 日現在 65 歳以上の年金受給者のうち 

住民税の納税義務のある方が対象です。 

年金からの引き落としの方法 

最初の引き落としの開始は、その年の 10 月支給分

の年金からとなります。そのため、その年の住民税

額のうち半分については、6 月と 8 月に、これまで

どおり納付書等で納めていただくことになります。 

年金特徴の納め方 

 

次年度以降の納め方 

お問い合わせ  基山町役場 税務課住民税係 

TEL 0942-92-7918 
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